
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

訓

令

】

○

岡

山

県

庁

文

書

保

存

分

類

表

の

一

部

改

正

総

務

学

事

課

○

〃

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

〃

申

請

○

〃

〃

○

〃

〃

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
訓
令
第
六
号

庁

中

一

般

岡
山
県
庁
文
書
保
存
分
類
表
（
昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
訓
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

「

「

特
定
調
達
契
約

特
定
調
達
契

第
四
表
第
一
分
類
Ｄ
第
二
分
類
０
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

に
改
め
、
同
８
の
項
中

５
５

５
永

約
苦
情
検
討

苦
情
検
討
委
員

会
委
員
委
嘱

委
員
会

」

」

「

「
を

に
改
め
る
。

対
照
表

５
対
照
表

１

」

」

「

「

「

「

社
会
保
険

社
会
保
険

給
与
明
細

第
四
表
第
一
分
類
Ｄ
第
二
分
類
４
の
表
第
三
分
類
３
の
項
中

（

を

（

に
改
め
、
同
４
の
項
中

を

に
、

５
再
任
用

５
４

再
任
用

４
５

書

）

）

等
等

」

」

」

」

「

「

「

「

「

「

県
市
町
村

マ
イ
ナ
ン

住
民
税
特
別

を

に
、

を

に
、

を

に
改
め
る
。

民
税
特
別

５
社
会
保
険

５
４

社
会
保
険

４
バ

届
出

７
徴
収
税
額
決

ー
徴
収
簿

書
定
通
知
書

」

」

」

」

」

」

「

「

重
要
物
品

用
品
加
算

第
四
表
第
一
分
類
Ｄ
第
二
分
類
７
の
表
第
三
分
類
２
の
項
中

を

に
改
め
る
。

調
達
関
係

５
金
免
除
承

３
書
類

認

」

」

「

「

特
定
個
人

第
四
表
第
一
分
類
Ｆ
第
二
分
類
０
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

に
改
め
る
。

情
報
取
扱

７
記
録

」

」

「

「

入
出
力
セ

デ
タ
受

ー

第
四
表
第
一
分
類
Ｆ
第
二
分
類
３
の
表
第
三
分
類
１
の
項
中

を

に
改
め
る
。

１
ン
タ

運
５

ー
渡
票

用
書
類
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」

」

「

「

「

「

統
計
お
か

第
四
表
第
一
分
類
Ｇ
第
二
分
類
８
の
表
第
三
分
類
１
の
項
中

を

に
改
め
、
同
２
の
項
中

を

に
改
め
る
。

永
５

５
や
ま

」

」

」

」

「

「

自
動
車
運

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
４
の
表
第
三
分
類
２
の
項
中

を

に
改
め
る
。

５
５

５
転
代
行
業

」

」

「

「

人
委

1
0
0

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
６
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

に
改
め
る
。

委
託
契
約

員
会

」

」

「

「

「

防
犯
ボ
ラ
ン

地
域
の
力
ク

自
主
活
動

自
主
活
動

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
８
の
表
第
三
分
類
４
の
項
中

を

に
、

を

３
３

５
３

テ
ア
活
動

ロ
ズ
ア

ィ
ッ

ー
団
体
支
援

団
体
支
援

促
進
事
業

プ
事
業

」

」

」

「

に
改
め
る
。

」

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
９
の
表
第
三
分
類
７
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

お
か
や
ま

1
0

７
〃

５
例

規
永

企
画
広
報

５
競
技
運
営

５
大
会
運
営

５
委
託
契
約

マ
ラ
ソ
ン

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｌ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

に
改
め
、
同
表
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

統
計

１
統

計
５

」

」

車
両
等
無

Ａ
消
防
団

〃
１

５
助

成
５

入
団
促
進

５
償
貸
付
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広
域
化
計

Ｂ
消
防
組
織

〃
１

計
画

５
永

画

「

「

「

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｌ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

に
、

を

に
、

を

例
規

３
永
年
例
規

例
規

５

」

」

」

」

」

「

「

「

火
薬
庫
設

譲
受
譲
渡

に
改
め
、
同
１
の
項
中

を

に
改
め
、
同
表
に
次
の
一
項

５
台

帳
永

販
売
許
可

永
永

１
置
許
可

消
費
許
可

」

」

」

を
加
え
る
。

ガ
ス
事
業

９
〃

１
検

査
３

法
施
行

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｌ
第
二
分
類
３
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

に
改
め
、
同
１
の
項
中
「

」
を
「

」
に
、

例
規

３
例

規
永

防
災
訓
練

防
災
訓
練
・
防
災
研
修

」

」

「

「

中
国
地
方
知

県
国
土
強

要
配
慮
者

を

1
0

1
0

に
改
め
、

靱
化
地
域

防
災
備
蓄

５
避
難
対
策

５
５

事
会
広
域
防

対
策

災
部
会

計
画

」

」

「

「

石
油
コ
ン
ビ

石
油
コ
ン

同
２
の
項
中

を

に
改
め
る
。

ビ
ナ

ト
ナ

ト
等
防

ー
ー

災
計
画

等

」

」

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｍ
第
二
分
類
０
の
表
第
三
分
類
２
の
項
中

を

に
改
め
る
。

１
５

」

」
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「

「

叙
勲
・
褒

第
四
表
第
一
分
類
Ｎ
第
二
分
類
０
の
表
第
三
分
類
７
の
項
中

を

に
改
め
る
。

褒
章

章

」

」

「

「

「

高
齢
者
保

認
知
症
疾

第
四
表
第
一
分
類
Ｎ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
１
の
項
中

を

に
改
め
、
同
３
の
項
中

を

健
福
祉
計

５
患
医
療
セ

５
画

ン
タ
ー

」

」

」

「

「

「

認
知
症
疾

認
知
症
地

若
年
性
認

地
域
包
括

に
改
め
、
同
Ｄ
の
項
中

1
0

を

1
0

に
改
め
る
。

患
医
療
連

５
域
支
援
連

５
５

５
統
計
調
査

５
知
症

ケ
ア

携
携

」

」

」

第
四
表
第
一
分
類
Ｎ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
８
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

検
討
委
員

基
本
計
画

設
計
・
建

届
出
・
報

総
合
福
祉

〃
３

基
本
構
想

５
５

例
規

永
用

地
永

永
永

維
持
管
理

５
５

使
用
許
可

５
会

等
設

告
・
ボ
ラ
ン

８
テ
ィ
ア
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ
会

館
入
居
団
体

５

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｎ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
９
の
項
中

を

に
改
め
る
。

〃
総

括

」

」

「

「
岡
山
県
子

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
５
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

に
改
め
、
同
６
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

永
永

ど
も
・
子

５
育
て
会
議

」

」

入
所
児
童

年
長
児
特

児
童
保
護

県
分
措
置

市
町
村
分

保
育
所
運

機
能
強
化

保
護
措
置

６
〃

５
５

５
保
護
単
価

３
民
改
費

５
５

処
遇
特
別

５
５

別
指
導
費

５
５

措
置
費

費
措
置
費

営
費

推
進
費

費
請
求
書

加
算
費

加
算

「

「
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総
括

〃
特
別
保
育
対
策

保
育
対
策

特
別
保
育
実
施

保
育
対
策

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
５
の
表
第
三
分
類
７
の
項
中

を

に
改
め
、
同
８
の
項
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

」

」

「

「

地
域
子
ど
も
・

地
域
子
ど
も

」
に

「

」
を
「

」
に
、

を

に
改
め
、
同
表
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

実
施

特
別
保
育
補
助
金

保
育
対
策
補
助
金

５
５

、
・
子
育
て
支

子
育
て
支
援
事

業
補
助
金

援
事
業
実
施

」

」

子
ど
も
・

特
定
教
育

給
付
費
負

処
遇
改
善

Ｆ
子
育
て
支

〃
５

５
補
助
金

５
・
保
育
施

永
調

査
５

５
人
材
確
保

５
担
金

等
加
算

援
設

「

「

財
政
安
定

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
８
の
表
第
三
分
類
１
の
項
中

を

1
0

に
改
め
る
。

５
５

化
基
金

」

」

「

「

岡
山
県
市
町
村
営

第
四
表
第
一
分
類
Ｒ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
Ｂ
の
項
中

を

に
改
め
る
。

永
永

永
団
地
開
発
促
進
事

理
業
基
金
管

」

」

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｓ
第
二
分
類
０
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

に
改
め
、
同
６
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

永
永

研
修

３

」

」

他
機
関
連

６
〃

１
労
働
局

５
市
町
村

５
経
済
団
体

５
大

学
５

金
融
機
関

５
携

「

「

中
小
企
業

第
四
表
第
一
分
類
Ｓ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
７
の
項
中

を

に
改
め
る
。

退
職
金
制

３
度
促
進

」

」

「

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｓ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

1
0

に
改
め
、
同
１
の
項
中
「

」
を
「

」
に
、

を

計
画

５
計

画
成
人
援
助
訓
練

在
職
者
訓
練

指
導
員
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」

」

」

「

「

「

指
導
員
研

補
助
金
・

に
、

を

1
0

に
改
め
、
同
２
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

永
永

５
地
方
計
画

修
交
付
金

」

」

」

２

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｓ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
３
の
項
中

を

に
改
め
る
。

〃
総

括

」

」

「

「

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｓ
第
二
分
類
３
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

に
改
め
、
同
１
の
項
中

を

に
改

研
修

５
５

５
企
業
支
援

５

」

」

」

」

「

「

岡
山
就
職

女
性
就
職

地
方
創
生

め
、
同
４
の
項
中

を

に
改
め
、
同
７
の
項
中

５
５

５
５

５
準
備
資
金

支
援

奨
学
金

」

」

「

「
ェ

県
外
合
同

Ｉ
Ｊ
Ｕ
タ

プ
ロ
フ

就
職
支
援

を

に
改
め
、
同
８
の
項
中

３
３

説
明
会
・

５
永

ン
就
職

３
シ

ナ
５

ッ
ョ

ー
協
定

面
接
会

相
談

ル
人
材

」

」

「

「

企
業
人
材

非
常
勤
職

月
報
・
週

を

に
改
め
、
同
９
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５
５

確
保
支
援

５
員
の
採
用

永
３

報
セ
ン
タ

・
内
申

ー

」

」

求
人
・
求

求
人
・
求

ハ
ロ

ワ
ー

９
〃

３
３

５
職

職
等
情
報

ク
ー
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第
四
表
第
一
分
類
Ｓ
第
二
分
類
３
の
表
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

岡
山
県
し

Ａ
情
報
発
信

〃
３

ご
と
情
報

５
Ｓ
Ｎ
Ｓ

３
セ
ン
タ
ー

「

「

食
品
リ
サ

第
四
表
第
一
分
類
Ｔ
第
二
分
類
６
の
表
第
三
分
類
４
の
項
中

を

に
改
め
る
。

融
資

５
３

イ
ク
ル
法

」

」

「

「

災
害
時
の

第
四
表
第
一
分
類
Ｚ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
１
の
項
中

を

に
改
め
る
。

永
永

５
道
路
啓
開

」

」

第
四
表
第
一
分
類
Ａ
Ｂ
第
二
分
類
４
の
表
第
三
分
類
２
の
項
及
び
３
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

お
か
や
ま
Ｃ

２
〃

５
Ｌ
Ｔ
プ
ロ
ジ

ク
ト

ェ人
材
確
保

３
プ
ロ
ジ

〃
５

ェ
ク
ト

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
七
年
度
以
降
に
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
以
前
に
完
結
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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◎
岡
山
県
訓
令
第
七
号

庁

中

一

般

岡
山
県
庁
文
書
保
存
分
類
表
（
昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
訓
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

第
四
表
第
一
分
類
Ａ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
３
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
８
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

不
服
申
立
て

審
査
請
求

行
政
不
服

８
〃

５
審
査

「

「

行
政
情
報
公
開

行
政
不
服

第
四
表
第
一
分
類
Ａ
第
二
分
類
７
の
表
第
三
分
類
２
の
項
中

を

に

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

・
個
人
情
報
保

、

不
服
申
立
て

審
査
請
求

等
審
査
会

護
審
査
会

」

」

第
四
表
第
一
分
類
Ｆ
第
二
分
類
７
の
表
第
三
分
類
１
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

不
服
審
査

審
査
請
求

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｇ
第
二
分
類
５
の
表
第
三
分
類
Ｌ
の
項
中

を
1
0

に
改
め
る
。

永
」

」

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
０
の
表
第
三
分
類
４
の
項
中

を

に
改
め
る
。

３
３

認
定

永
仮
認
定

永

」

」

「

「

自
家
用
有

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
４
の
表
第
三
分
類
２
の
項
中

を

に
改
め
る
。

５
５

償
旅
客
運

５
送

」

」

「

「

「

広
域
特
別

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
６
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

に
改
め
、
同
５
の
項
中

を

委
託
契
約

５
委
託
契
約

５
補
助
金

５
補
導
補
助

５
金

」

」

」
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「

に
改
め
る
。

」

「

「

自
主
防
犯
パ

第
四
表
第
一
分
類
Ｈ
第
二
分
類
８
の
表
第
三
分
類
４
の
項
中

を

に
改
め
る
。

５
５

５
ワ

ア
プ

ッ
ー

研
修
会

」

」

「

「

省
エ
ネ
ル

第
四
表
第
一
分
類
Ｍ
第
二
分
類
０
の
表
第
三
分
類
２
の
項
中

を

に
改
め
る
。

ギ
ビ
ジ

５
ーン

ョ

」

」

第
四
表
第
一
分
類
Ｍ
第
二
分
類
５
の
表
第
三
分
類
２
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

訴
訟
・
不
服
申
立
て

訴
訟
・
審
査
請
求

「

「

自
然
公
園

第
四
表
第
一
分
類
Ｍ
第
二
分
類
６
の
表
第
三
分
類
５
の
項
中

を

に
改
め
る
。

永
永

ル
ネ
サ
ン

５
ス
事
業

」

」

「

「

訪
問
看
護

第
四
表
第
一
分
類
Ｎ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
Ｄ
の
項
中

を

に
改
め
る
。

５
支
援
事
業

」

」

「

「
社
会
適
応

第
四
表
第
一
分
類
Ｐ
第
二
分
類
４
の
表
第
三
分
類
Ａ
の
項
中

を

に
改
め
る
。

５
訓
練
事
業

」

」

第
四
表
第
一
分
類
Ｐ
第
二
分
類
６
の
表
第
三
分
類
１
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
２
の
項
中
「

」
を
「

」
に
、

ナ
シ
フ
グ
調
理
認
定
者
名
簿

ナ
シ
フ
グ
処
理
認
定
者
名
簿

ふ
ぐ
調
理
行
商

ふ
ぐ
処
理
・
行
商

「

「

ふ
ぐ
処
理
師

ふ
ぐ
調
理

試
験
合
格

「

」
を
「

」
に
、

を

に
改
め
る
。

登
録
申
請

登
録
・
免
許
・
認
定
申
請

永
永

永
試

験
３

・
認
定
ふ
ぐ

者
名
簿

者
名
簿

処
理
師
名
簿

」

」

「

「

社
会
福
祉

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
５
の
項
中

を

に
改
め
る
。

施
設
等
耐

５
震
化
等
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」

」

「

「

不
服
申
立

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
８
の
項
中

を

に
改
め
る
。

訟
務

て

」

」

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
３
の
表
第
三
分
類
Ｃ
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

不
服
申
立
て

審
査
請
求

「

入
所
児
童

保
育
所
運

機
能
強
化

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
５
の
表
第
三
分
類
６
の
項
中

を

民
改
費

５
５

処
遇
特
別

５
５

営
費

推
進
費

加
算
費

」

「

に
改
め
、
同
Ａ
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

不
服
審
査

審
査
請
求

」

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
６
の
表
第
三
分
類
５
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

異
議
申
立
て

審
査
請
求

第
四
表
第
一
分
類
Ｑ
第
二
分
類
９
の
表
第
三
分
類
６
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

不
服
申
立
て

審
査
請
求

「

「

勤
労
青
少

勤
労
青
少

第
四
表
第
一
分
類
Ｓ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
Ｂ
の
項
中

を

に
改
め
る
。

３
３

年
ホ

ム
年
の
日

ー

」

」

第
四
表
第
一
分
類
Ｔ
第
二
分
類
０
の
表
第
三
分
類
５
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

首
都
圏
情
報
発
信

首
都
圏
及
び
関
西
圏
情
報
発
信

第
四
表
第
一
分
類
Ｔ
第
二
分
類
１
の
表
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

中
山
間
地

実
施
状
況

Ｍ
域
担
い
手

〃
３

補
助
金

５
向
上
計
画

５
・
達
成
状

５
対
策

況

「

「

「

「

農
業
倉
庫

農
業
倉
庫

第
四
表
第
一
分
類
Ｔ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中

を

に
改
め
、
同
１
の
項
中

を

に
、

永
永

台
帳

業
務
規
程

」

」

」

」

「

「
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を

に
改
め
、
同
６
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

永
永

新
設
分
割

永
組
織
変
更

永

」

」

６

「

「

第
四
表
第
一
分
類
Ｔ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
７
の
項
中

を

に
改
め
る
。

〃
総

括

」

」

第
四
表
第
一
分
類
Ｔ
第
二
分
類
５
の
表
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

指
導
監
督

指
導
監
督

農
産
物
検

（

（

1
0

Ｃ
〃

５
検
査
成
績

３
未
公

５
公
表
済

査

）

）

表
み

「

「

「

「

米
ト
レ

サ
ビ

食
品
表
示
監

米
ト
レ

サ
ー

ー
食
品
表
示

第
四
表
第
一
分
類
Ｔ
第
二
分
類
６
の
表
第
三
分
類
Ｂ
の
項
中

を

に
、

を

に
、

視
指
導

未
ビ
リ
テ

監

（

ィ
リ
テ
監
視
指

ィ
監
視
指
導

（

）

公
表

視
指
導

）

導
未
公
表

」

」

」

」

「

「
米
ト
レ
サ
ビ
リ

食
糧
法
監
視

食
糧
法
監
視

食
品
表
示
監

ー

食
糧
法
監

を

1
0

1
0

1
0

に
改
め
る
。

５
５

指
導

未
公

指
導

公
表

視
指
導

公

（

（

（

テ
監
視
指
導

ィ
視
指
導

（

）

表
済
み

表
済
み

）

）

）

公
表
済
み

」

」

「

「

不
服
申
立

第
四
表
第
一
分
類
Ｗ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
４
の
項
中
「

」
を
「

」
に
、

1
0

を

に
改
め
、
同

審
査
請
求
裁
決

審
査
請
求

申
立
て

５
て

」

」

６
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

不
服
申
立
て
・
訴
訟

審
査
請
求
・
訴
訟

第
四
表
第
一
分
類
Ｗ
第
二
分
類
２
の
表
第
三
分
類
２
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

不
服
申
立
て
・
訴
訟

審
査
請
求
・
訴
訟

第
四
表
第
一
分
類
Ｚ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
４
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

不
服
申
立
て

審
査
請
求

第
四
表
第
一
分
類
Ａ
Ａ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
０
の
項
及
び
第
四
表
第
一
分
類
Ａ
Ａ
第
二
分
類
３
の
表
第
三
分
類
０
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

不
服
申
立
て

審
査
請
求
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第
四
表
第
一
分
類
Ａ
Ｂ
第
二
分
類
１
の
表
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

建
築
物
省

Ｊ
〃

３
認

定
５

台
帳

永
エ
ネ
法

「

「

シ
ス
テ
ム

第
四
表
第
一
分
類
Ａ
Ｃ
第
二
分
類
１
の
表
第
三
分
類
９
の
項
中

を

1
0

1
0

1
0

に
改
め

５
５

運
用
規
程

監
査

運
用
保
守

」

」

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
八
年
度
以
降
に
完
結
し
た
文
書
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
七
年
度
以
前
に
完
結
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

御
津
佐
伯
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

和
気
郡
和
気
町
小
坂
字
常
香
七
三
九
番
地
先
か

新

一
〇
五
・
〇

ら

九
・
〇
～

和
気
郡
和
気
町
小
坂
字
乗
金
六
五
二
番
一
地
先

一
〇
・
二

ま
で

和
気
郡
和
気
町
小
坂
字
常
香
七
三
九
番
地
先
か

旧

一
〇
五
・
〇

ら

七
・
〇
～

和
気
郡
和
気
町
小
坂
字
乗
金
六
五
二
番
一
地
先

九
・
二

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

福
本
和
気
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域
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別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
・
六
～

和
気
郡
和
気
町
保
曽
字
乢
六
二
一
番
地
先
か
ら

和
気
郡
和
気
町
保
曽
字
谷
ノ
口
六
〇
一
番
地
先

新

一
〇
四
・
〇

一
五
・
〇

ま
で

三
・
六
～

和
気
郡
和
気
町
保
曽
字
乢
六
二
一
番
地
先
か
ら

和
気
郡
和
気
町
保
曽
字
谷
ノ
口
六
〇
一
番
地
先

旧

一
〇
四
・
〇

八
・
〇

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

蒜
山
高
原
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
下
中
野
一
六
九
五
番
九

新

二
四
〇
・
〇

一
地
先
か
ら

一
〇
・
〇
～

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
下
中
野
一
六
九
五
番
一

一
四
・
〇

〇
六
地
先
ま
で

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
下
中
野
一
六
九
五
番
九

旧

二
四
〇
・
〇

一
地
先
か
ら

八
・
四
～

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
下
中
野
一
六
九
五
番
一

一
〇
・
四

〇
六
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道
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二

路

線

名

蒜
山
高
原
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
牧
野
二
三
〇
二
番
五
一

新

二
一
〇
・
〇

地
先
か
ら

一
〇
・
二
～

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
牧
野
二
三
〇
二
番
四
七

一
五
・
〇

地
先
ま
で

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
牧
野
二
三
〇
二
番
五
一

旧

二
一
〇
・
〇

地
先
か
ら

七
・
〇
～

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
牧
野
二
三
〇
二
番
四
七

一
二
・
〇

地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

一
般
国

一
八
一
号

津
山
市
南
方
中
字
谷
川
尻
一
〇
番
六
地
先
か
ら

平
成
二
十
八

道

津
山
市
南
方
中
字
上
河
原
六
番
一
地
先
ま
で

年
七
月
十
二

日

津
山
市
南
方
中
字
内
田
五
六
九
番
五
地
先
か
ら

津
山
市
南
方
中
字
内
田
五
七
一
番
二
地
先
ま
で

県
道

御
津
佐
伯
線

和
気
郡
和
気
町
小
坂
字
常
香
七
三
九
番
地
先
か
ら

和
気
郡
和
気
町
小
坂
字
乗
金
六
五
二
番
一
地
先
ま
で

福
本
和
気
線

和
気
郡
和
気
町
保
曽
字
乢
六
二
一
番
地
先
か
ら

和
気
郡
和
気
町
保
曽
字
谷
ノ
口
六
〇
一
番
地
先
ま
で

蒜
山
高
原
線

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
下
中
野
一
六
九
五
番
九
一
地

先
か
ら

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
下
中
野
一
六
九
五
番
一
〇
六

地
先
ま
で

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
牧
野
二
三
〇
二
番
五
一
地
先

か
ら
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真
庭
市
蒜
山
上
長
田
字
牧
野
二
三
〇
二
番
四
七
地
先

ま
で
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〔
三
〇
〇
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
杜
の
蛍
火

三

代
表
者
の
氏
名

逸
見

孔
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
見
市
哲
多
町
蚊
家
三
二
八
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
少
年
か
ら
高
齢
者
ま
で
幅
広
く
一
般
住
民
を
対
象
と
し
て
、
地
域
を
一
つ
の
大
家

族
と
の
考
え
で
世
代
間
交
流
事
業
な
ど
を
実
施
し
、
快
適
で
住
み
よ
い
地
域
環
境
作
り
と
活
力
あ
る
社
会

の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成２８年７月１２日　岡山県公報　第１１８０３号



〔
三
〇
一
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
て
っ
ち
り
こ

三

代
表
者
の
氏
名

竹
本

宣
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

苫
田
郡
鏡
野
町
河
内
六
〇
番
地
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
過
疎
高
齢
化
社
会
に
対
し
て
、
観
光
及
び
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
不
特
定

か
つ
多
数
の
も
の
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

役
員
に
関
す
る
事
項
、
会
議
に
関
す
る
事
項
及
び
定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
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〔
三
〇
二
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
子
ど
も
劇
場
笠
岡
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

宇
野

圴
惠

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
笠
岡
五
九
〇
九

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
や
お
と
な
に
対
し
て
文
化
・
芸
術
の
鑑
賞
や
創
造
活
動
の
推
進
、
ま
た
社

会
体
験
や
社
会
参
画
の
機
会
の
拡
充
な
ど
、
す
べ
て
の
人
を
と
り
ま
く
生
活
・
文
化
環
境
を
よ
り
よ

く
す
る
活
動
を
行
い
、
子
ど
も
の
豊
か
な
成
長
と
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
社
会
の
創
出
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

名
称
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〔
三
〇
三
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
円
い
空

三

代
表
者
の
氏
名

青
井

一
展

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
宇
野
一
丁
目
八
番
八
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
基
づ
き
、
障
害
の
あ
る
方
お
よ
び
そ
の
家
族

に
対
し
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
生
活
相
談
支
援
事
業
を
行
う
こ
と
及
び
支
援

を
必
要
と
す
る
障
害
者
の
授
産
事
業
を
通
し
て
、
日
常
生
活
支
援
・
就
労
支
援
を
行
い
、
彼
ら
の
社

会
参
加
を
促
進
し
、
も
っ
て
地
域
社
会
に
お
け
る
保
健
福
祉
・
障
害
者
福
祉
の
普
及
啓
発
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
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〔
三
〇
四
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

砂
川
右
岸
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

氏

名

事
の
別

石
村

卓
美

岡
山
市
東
区
矢
津
一
六
〇
二

三

理

事

－

石
原

憲
郎

〃

〃

〃

一
七
三
一

〃
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〔
三
〇
五
〕
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
七
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

坂

根

池

た

め

池

等

整
備

二
七
・
一
〇
・
二
二

明

見

谷

池

〃

二
七
・

七
・

八
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